
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
相
談
員
を
紹

介
し
ま
す

　

市
で
は
障
害
者
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
相
談
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。
心
身
に

障
害
を
も
つ
人
や
家
族
な
ど
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
援
助
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

小
沢　

千
枝
子
（
西
十
四
）
Ｆ
Ａ
Ｘ

㉒
３
７
０
０

国
分　

隆
子
（
並
木
西
）

☎
㉒
５
２
２
５

信
濃　

克
美
（
東
十
四
）

☎
㉒
１
９
８
２

鈴
木　

鐵
男
（
八
斗
沢
）

☎
㉒
０
８
０
９

高
屋　

石
藏
（
東
三
）

☎
㉓
３
９
３
４

田
島　

禮
子
（
東
十
三
）

☎
㉒
１
６
４
３

豊
川　

德
之
進
（
西
十
六
）
☎
㉓
８
５
３
２

山
田　

ケ
イ
子
（
ひ
が
し
の
）
☎
㉒
７
７
０
２

〇
知
的
障
害
者
相
談
員

小
山
田　

光
子
（
牛
泊
）

☎
０
８
０-

６
０
０
４-

２
５
７
７

吉
田　

順
子
（
滝
沢
）

☎
㉘
３
８
７
６

問
生
活
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
十
和
田
市
長
選
挙
・
十
和
田
市
議
会
議

　

員
補
欠
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

を
実
施
し
ま
す

　

平
成
29
年
１
月
22
日
㈰
執
行
の
十
和
田

市
長
選
挙
・
十
和
田
市
議
会
議
員
補
欠
選

挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
実
施
し
ま

す
。

と
き　

12
月
16
日
㈮

　

市
長
選
挙　

午
後
２
時
〜

　

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙　

午
後
３
時
30
分
〜

と
こ
ろ　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

※
出
席
者
は
、
候
補
者
１
人
に
つ
き
２
人

　

程
度
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

　

12
月
２
日
㈮
に
登
録
し
た
市
選
挙
人
名

簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

12
月
３
日
㈯
〜
７
日
㈬

　
　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

土地・家屋の申告

■土地の申告
▶住宅用地特例の申告
　対象　住宅などを建てた、または取り壊した人
　申告期限　平成29年１月31日㈫
▶地目変更の申告
　対象　土地の用途を変更した人　※登記した人は不要
　申告期限　平成 28 年 12 月 28 日㈬

問税務課土地係☎51 6768・家屋係☎51 6769
　平成 28 年中に土地・家屋の状況に変更があった人は
税務課へ申告が必要です。

■家屋の申告
▶新築住宅の固定資産税減額の申告
　対象　住宅（貸家含む）を建てた人
　申告期限　平成29年１月31日㈫
▶建築・増築・滅失の申告
　対象　建物を建てた（増築含む）、または取り壊した人
　※登記した人は不要
　申告期限　平成28年12月28日㈬
▶家屋用途変更の申告
　対象　家屋の用途を変更した人
　申告期限　平成28年12月28日㈬

〇
身
体
障
害
者
相
談
員

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

平
成
28
年
４
月
１
日
に
改
正
農
業
委
員

会
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
農
業

委
員
会
制
度
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

　

本
市
で
は
、
現
在
の
農
業
委
員
の
任
期

は
、
平
成
29
年
７
月
19
日
ま
で
と
な
っ
て

お
り
、
平
成
29
年
７
月
20
日
か
ら
新
た
な

制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
た
な
制
度
に
お
け
る
農
業
委
員
・
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
主
な
仕
事
な

ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

と
き
・
と
こ
ろ

12
月
19
日
㈪　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

　
　

20
日
㈫　

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協

　
　
　
　
　
　

同
組
合　

大
深
内
支
店

　
　

21
日
㈬　

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協

　
　
　
　
　
　

同
組
合　

藤
坂
支
店

　
　

22
日
㈭　

十
和
田
湖
支
所
ふ
る
さ
と

　
　
　
　
　
　

皆
館
３
階

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
〜

※
内
容
は
同
じ
で
す
。

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

問
農
林
畜
産
課
☎
51
６
７
３
６

　

農
業
委
員
会
事
務
局
☎
51
６
７
４
０

『
立
地
適
正
化
計
画
』
に
関
す
る
住
民
説

明
会
を
開
催
し
ま
す

　

本
市
で
は
人
口
減
少
が
進
む
中
で
も
住

み
や
す
い
・
住
み
続
け
ら
れ
る
「
コ
ン
パ

ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
『
立

地
適
正
化
計
画
』
の
検
討
を
進
め
て
い
ま

す
。
計
画
に
関
す
る
制
度
の
概
要
や
目
的

な
ど
を
説
明
し
、「
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち

づ
く
り
」
の
実
現
に
向
け
た
基
本
的
な
考

え
方
の
案
を
示
し
、
市
民
の
ご
意
見
を
お

聞
き
す
る
住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

12
月
14
日
㈬　

午
後
６
時
〜

と
こ
ろ　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

対
象　

本
市
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
さ
れ

　

て
い
る
人

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

問
都
市
整
備
建
築
課
☎
51
６
７
３
５

☎㉓ 5111
FAX㉒ 5100

問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

土・日曜日および祝日は閉庁

❖お知らせの表記

市役所代表
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